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旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
立
大
学
の
法
人
化
等
に
よ
り
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
別
表
第
六
ロ
教
育
職
俸
給
表

が
廃
止
さ
れ
る

（二）

こ
と
等
に
伴
い
、
同
表
の
適
用
を
受
け
て
い
る
陸
上
自
衛
隊
少
年
工
科
学
校
等
の
教
官
に
対
し
適
用
す
る
俸
給
表
と
し
て
新

た
に
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
を
設
け
る
。

二
、
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
を
新
設
す
る
こ
と
に
伴
う
切
替
措
置
等
を
設
け
る
。

三
、
本
法
律
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


